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１ 会議体設置条例 

 

○胎内市健康づくり推進協議会条例 

平成 17 年９月１日 

条例第 141号 

改正 平成 19年３月７日条例第２号 

平成 21年３月 23日条例第 11号 

平成 27年３月 19日条例第１号 

（設置） 

第１条 胎内市における総合的な健康づくりのための方策について、市長の諮問に応じ

協議し、住民の健康増進を図るため、胎内市健康づくり推進協議会（以下「協議会」と

いう。）を置く。 

（協議事項） 

第２条 協議会の協議事項は、次のとおりとする。 

（１） 総合的な保健計画の策定に関すること。 

（２） 各種健康診査事業、歯科保健事業、健康相談、保健栄養指導、食生活改善等地

区の衛生組織の育成、健康教育等及び健康づくりのための方策に関すること。 

（３） その他健康づくりのために必要と認められる事項 

（組織） 

第３条 協議会は、委員 16人以内で組織する。 

２ 委員は、関係行政機関、保健医療関係団体、地区の衛生組織、学校、事業所等の代表

者及び識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。 

（任期） 

第４条 委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。 

２ 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（会長及び副会長） 

第５条 協議会に会長及び副会長１人を置き、それぞれ委員の互選により選任する。 

２ 会長は、協議会の会務を総理し、協議会を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職

務を代理する。 

（会議） 
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第６条 協議会の会議は、会長が招集する。 

２ 会長は、会議の議長となり、議事を総理する。 

３ 協議会は、委員の半数以上の者の出席しなければ、会議を開くことができない。 

４ 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところ

による。 

（庶務） 

第７条 協議会の庶務は、健康づくり課において処理する。 

（委任） 

第８条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会

に諮って定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成 17 年９月１日から施行する。 

（最初に委嘱される委員の任期） 

２ この条例の施行後最初に委嘱される委員の任期は、第４条の規定にかかわらず、平成

19年３月 31日までとする。 

附 則（平成 19年３月７日条例第２号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、平成 19 年４月１日から施行する。 

附 則（平成 21年３月 23日条例第 11号） 

この条例は、平成 21年４月１日から施行する。 

附 則（平成 27年３月 19日条例第１号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、平成 27 年４月１日から施行する。 

 

 

 

  



 

- 66 – 

資 料 編 

２ 胎内市健康づくり推進協議会委員名簿 

任期 令和７年６月１日～令和９年５月 31 日   

 氏 名 所 属 

委員 渡辺 順 
新発田北蒲原医師会 

胎内支部 

委員 有松 圭 
新発田北蒲原歯科医師会 

胎内班長 

委員 武藤 謙介 
新発田地域振興局 健康福祉環境部 

（新発田保健所長） 

委員 石上 和男 
新潟食料農業大学 倫理審査外部委員 

新潟医療福祉大学 医療情報管理学部 名誉教授 

委員 眞田 悠希 
新潟医療福祉大学  

医療情報管理学部助手 

委員 髙橋 路子 
校長会代表 

きのと小学校長 

委員 永見 千穂 
事業所代表 

水澤化学工業（株） 

委員 富樫 新一 
住みよい郷土づくり協議会 

協議会長 

委員 渡辺 政喜 
区長会代表 

築地地区区長会会長 

委員 小泉 英子 
地区組織代表 

食生活改善推進委員会会長 

委員 高橋 まり子 
地区組織代表 

元気ふれあい広め隊 

委員 鈴木 真理子 保健推進員代表（中条地区） 

委員 鈴木 るみ 保健推進員代表（黒川地区） 

委員 山田 和絵 養護教諭代表（乙中学校） 

委員 江口 真貴 歯科衛生士会代表 

委員 宮下 圭介 
中条青年会議所代表 

オノエンタープライズ（株） 
 

３ 関係課調整会議名簿 

 氏 名 所 属 

参事 近 雅幸 福祉介護課 介護保険係 

係長 河内 桂子 福祉介護課 健康長寿推進係 

係長 大川原 昌宏 福祉介護課 障がい福祉係 

主査 髙橋 純子 こども支援課 こども支援係 

参事 横内 和幸 学校教育課 学校教育係 

係長 桐生 幹夫 生涯学習課 スポーツ推進係 
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４ 計画策定経過 

 

年 月 日 動 き 

令和 6 年 4 月 1 日 

    ～令和 7年 3月 31日 
第４次歯科保健計画策定のためのアンケート調査の実施 

令和 6 年 12 月 1 日 

    ～令和 7年 1月 15日 
胎内市の健康づくりに関するアンケート調査の実施 

令和 7 年 4 月 17 日 

    ～6 月 30 日 
入札によるコンサル業者の選定、契約締結 

令和 7 年 5 月 23 日 

    ～6 月 20 日 
お口の健康と食育に関するアンケート調査の実施 

令和 7 年 10 月 17 日 

市民参画による健康たいない 21 策定検討会の開催 

・健康たいない 21（第３次胎内市健康増進計画、第３次胎内市歯科

保健計画）の評価と健康課題について 

令和 7 年 11 月 27 日 

健康づくり推進協議会の開催 

・健康たいない 21（第４次胎内市健康増進計画、第４次胎内市歯科

保健計画）計画素案について 

令和 7 年 12 月 12 日 

庁内関係者会議の開催 

・健康たいない 21（第４次胎内市健康増進計画、第４次胎内市歯科

保健計画）計画素案について 

令和 8 年 2 月 10 日 

    ～2 月 24 日 
パブリックコメント実施 

令和 8 年 3 月 4 日 

健康づくり推進協議会の開催 

・健康たいない 21（第４次胎内市健康増進計画、第４次胎内市歯科

保健計画）計画素案と概要版について 
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５ 計画策定に関する実態調査 

 

（１）調査目的 

胎内市における歯科・口腔の健康づくりに関する施策のさらなる充実と食育推進を目

的に「第４次胎内市健康増進計画（歯科保健計画を含む）」と「第４次胎内市食育推進計

画」策定のための基礎資料に資するため、歯科保健と食育に関する実態調査を実施しまし

た。 

 

（２）調査概要 

  対象 調査期間 

1 
胎内市の健康づくりに

関するアンケート  

16～85 歳までの市民から年代別・男女別

に人数が均等になるように調整し、無作

為抽出された 1,400 人（5 歳刻み、男女

別各 50 人）のうち転出者等 8 人を除く

1,392 人 

令和 6 年 12 月 1 日 

 ～令和 7 年 1 月 15 日 

2 
お口の健康と食育に関

するアンケート 

保育園・こども園 

428 名 

令和 7 年 5 月 23 日 

 ～6 月 20 日 

小学生 

1,121 名 

中学生 

612 名 

障がい者施設利用者 

250 名 令和 7 年 4 月 28 日 

 ～6 月 10 日 要介護者（令和 7年 3 月～4月に認定された方） 

入所 34 名 在宅 141 名 

3 
第４次歯科保健計画策

定のためのアンケート 

妊婦 

令和 6 年 4 月 1 日 

 ～令和 7 年 3 月 31 日 

産婦 

1 歳児、1 歳 6 か月児、2 歳児、3 歳児の 

保護者 
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６ 用語集（文中に記載の＊マークについて説明しています） 
 

用語（五十音順） 解説 

eGFR 推算糸球体濾過量。血清クレアチニン値、年齢、性別から腎臓の機能を推

算する。 

運動習慣 １日 30 分以上の運動を週２回以上実施し、１年以上継続していること。 

ACP アドバンス・ケア・プランニング（Advance Care Planning）の略で、

「もしものとき」に備え、本人が望む医療やケアについて前もって考え、

家族や医療・ケアチームと繰り返し話し合い、共有する取組のこと。 

HDL コレステロール 善玉コレステロールと呼ばれ、コレステロールを血管壁から運び出す動き

があり、動脈硬化を防ぐ。 

LDL コレステロール 悪玉コレステロールと呼ばれ、肝臓で作ったコレステロールを体の各細胞

に運ぶ働きがあります。 

オーラルフレイル 「オーラル」は「口腔」、「フレイル」は「虚弱」を意味する。口腔機能

が加齢等により衰えることが原因となり、さらには食欲の低下、全身機能

の低下に進行し、要介護状態へとつながる可能性が高まる。 

下越医療圏域 新発田市、村上市、胎内市、聖籠町、関川村、粟島浦村の３市１町２村で

構成される区域。特殊なサービスを除き、比較的専門性の高い保健医療活

動が完結できる区域として、県内では７つの圏域を設定して、保健・医療

サービスの提供体制の整備を進めている。 

可逆性 元の状態に戻ることができる性質のこと。 

QOL クオリティ・オブ・ライフ（Quality of Life）の略で、「生活の質」と

訳され、個人の身体的、精神的、社会的、経済的な側面を含めた総合的な

満足度や幸福感を表す概念。 

ゲートキーパー 自殺の危険を示すサインに気づき、適切な対応（悩んでいる人に気づき、

声をかけ、話を聞いて、必要な支援につなげ、見守る）を図ることができ

る人のこと。 

健康寿命 健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間のこと。 

こども家庭相談 満 18 歳未満のこどもの発達や育児に関する心配事、しつけに関するこ

と、児童虐待に関すること等の相談。 

個別支援計画 より手厚い支援や継続的な支援、関係者の調整等が必要と判断される妊産

婦やこども等を対象に作成される支援計画。 

CKD 慢性腎臓病。何らかの腎障害が３ヶ月以上持続する病気。 

COPD 慢性閉塞性肺疾患。長年の喫煙などで肺に炎症が起き、気道が狭くなった

り、肺の組織が壊れたりして、息切れや慢性的な咳・痰が続く病気のこ

と。 

身体活動 安静にしている状態より多くのエネルギーを消費する全ての体の動きのこ

とで「生活活動」（家事、通勤など）と「運動」（体力向上目的の活動）

の２種類に分けられる。 

地区組織 保健推進員、食生活改善推進委員、元気ふれあい広め隊のこと。 

中小企業健康管理支援事業 胎内市商工会に加入している事業所職員を対象とした健康診断の会場で、

生活習慣病予防につながる生活習慣を身につけるきっかけになる事業。 

BMI 体格指数。体格又は肥満の程度を表す指標で、日本人はこの値が「22」の

とき最も病気になりにくいとされている。 

体格指数＝体重(kg)÷身長(m)÷身長(m) 

ブレストアウェアネス 乳房を意識する生活習慣。 

平均寿命 ０歳における平均余命（その後何年生きられるかという期待値）のこと。 

平均自立期間 健康寿命の指標の１つで、日常生活動作が自立している期間の平均のこ

と。 

HbA1c 糖尿病の検査の一つで１ヶ月前までの血糖の平均値を表す。 

養育支援 様々な理由で子どもの養育に困難を抱える家庭に対し、保健師、助産師な

どの専門職が訪問等を通じて、養育上の問題の解決や負担の軽減を図るた

めの支援。 


